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   地方自治法第１９９条第１４項の規定により、久留米市長及び久留米市農業委員会会長から

当該監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。 
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                   久留米市監査委員  山 口 文 刀 

                   久留米市監査委員  樋 口 明 男 

                   久留米市監査委員  佐 藤 晶 二 

                   久留米市監査委員  石 井 俊 一 

 

 

                  

 

 



監査実施年度： 令和５年度

部局名： 総合政策部
分
類

１ 分
類

２
分類３ 　　　指摘事項等 措置状況等

意
見

事
務
監
査

下水道事業については、企業局に対しこれまでに
も、健全で安定的な経営について努力されるよう意
見してきた。これに対して、令和５年度に生活排水
処理基本構想を改定して公共下水道整備区域を見直
し、令和６年６月議会において下水道使用料改定の
条例改正が行われている。一方で、一般会計からの
繰入金の適切な額の確保について、企業局と総合政
策部とで協議をするよう求めていたが、協議に進展
はなく、依然として15億67百万円の定額が一般会計
から繰り出されている状況である。
下水道事業は、公営企業会計として、独立採算で受
益者負担が原則とされているものの、雨水処理にか
かる経費は、全額公費で負担することとされ、ま
た、汚水処理にあっても分流式下水道は公共用水域
の水質保全のために一定の公費負担が必要とされて
おり、地方財政計画においても繰出金として計上さ
れている。このことから、事業量に見合った応分の
公費負担を行わなければ、その負担構造を歪めるこ
ととなる。
令和５年度の久留米市の普通交付税算定の基本とな
る基準財政需要額の下水道費は約25億69百万円と算
定されている。このうちの約21億66百万円が下水道
事業債の償還額の一定割合を算入する事業費補正額
であり、一般会計繰出金15億67百万円と比べると、
その差が多額となっている。普通交付税は一般財源
であるものの、前述のとおり下水道事業には公費負
担が必要とされており、経営健全化の視点から、予
算編成部局の総合政策部として、一般会計から下水
道事業会計への繰出金について、令和7年度予算は
積算内訳を明確にした適正な額に見直して、議会に
提案されたい。

一般会計から下水道事業会計への繰出金については、
経費負担区分のルールを基本として、例年15億67百万
円を繰り出してきております。しかしながら、近年、
重要施策として進めている浸水対策事業の多くが下水
道事業で行っており、これまでと雨水処理費の状況が
大きく異なってきていることからも、繰出金を見直す
必要性については十分認識をしております。
令和５年度は、総合政策部と企業局において協議を重
ね、見直しの方向性について共通認識をしたところで
す。現在は、見直し内容について具体的な検討を行っ
ており、その積算等につきましては、ご指摘のよう
な、普通交付税算定における基準財政需要額の下水道
費についても参考としながら、一般会計の財政状況
や、料金改定後の下水道事業会計の状況を踏まえて、
引き続き企業局と協議を重ねてまいります。

意
見
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務
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査

土地開発公社と一般財団法人久留米市開発公社のあ
り方については、以前から定期監査のヒアリングに
おいて、他市の状況や業務の有効性と効率性の観点
から、見直しについて意見してきた。また、令和５
年度の定期監査においては、令和５年度中に方針を
示すように意見している。
しかしながら、統廃合を前提として検討を進めてい
ると説明はされているものの、進展が見られないよ
うである。ついては、課題整理を進めたうえで、両
公社の今後について、早急に結論をまとめられた
い。

両公社のあり方については、関係部局が実施する事業
への影響など、統廃合等によって生じる課題等の整
理、長期保有地等の課題への対応について、法的な整
理や他自治体での対応方法などの調査を踏まえ、検討
を進めております。その中で、確認した様々な課題を
速やかに整理し、両公社の今後について意思決定を
行ってまいります。

　　定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況



監査実施年度： 令和５年度

部局名： 協働推進部
分
類
１

分
類
２

分類３ 　　　指摘事項等 措置状況等

意
見

事
務
監
査

自治会活動について、自治委員の負担が大きいとの
市民の声が多い。特に、自治委員が行っている広報
久留米の配布をはじめとする様々な広報紙の配布や
回覧などについて、世の中ではデジタル化が進む
中、紙媒体によるものは不要ではないかと考える方
が多いようである。
これまで、市政情報の発信媒体は、時代の流れに応
じてホームページやLINEといった方法を増やしてき
ているが、自治委員制度を介した市政の情報伝達と
いう方法は、昭和の時代からほぼ変わらず継続して
いる。
近年、仕事においては「働き方改革」が進んでいる
にもかかわらず、自治委員の仕事は旧態依然とした
ままであるため、特に時間にゆとりがない現役者層
や、体力的に自信がない高齢者層から、自治委員が
広報紙を配付することについての不満があるようで
ある。
情報伝達手段をはじめとして、あらゆることが日進
月歩で変化していっていることから、広報紙の配布
についても、時代の趨勢とともに見直していく必要
がある。
自治会は、久留米市が市民との協働を進めるうえで
重要な役割を担っており、多様化する地域ニーズや
地域課題に対応するためにも、重要な自治活動組織
である。デジタル弱者にも配慮しながら、今の時代
に即した市政広報の方法を含めた自治会活動のあり
方について、関係部局と早急に検討を行い、併せ
て、地域力低下の防止についても検討されたい。

　自治会は、久留米市と市民による協働のまちづくり
を進める上で重要な役割を担っており、複雑・多様化
する地域ニーズや地域課題に対応するための、最大の
パートナーと認識しております。多くの自治会では、
活動の担い手不足を解消することが喫緊の課題であ
り、市としても出来る限りの支援をしていきたいと考
えています。
　現在の自治委員を通じた広報紙の配布は、昭和27年
から始まり、久留米市コミュニティ審議会の答申を踏
まえながら、配布ルートが確立したところです。
　そのような中、近年、広報紙の配布が負担となり、
自治会の役員になりたくない、自治会を抜けたい方が
いることも把握しています。今後、「自治会役員＝広
報紙の配布」といった認識を解消し、負担感を軽減す
る必要があると考えています。
　市政情報については、紙媒体を希望する人がいる一
方、デジタル化が進展する中、現在では紙媒体を全戸
配布する必要性は薄れつつあります。デジタルと紙を
併用した情報発信のあり方や、紙媒体の配布方法など
について広報戦略課と協議しているところです。今後
も、自治会を含めた校区コミュニティ組織のデジタル
化を支援しつつ、地域役員の負担軽減について検討し
てまいります。
　地域力低下の防止に関しては、これまで地域活動に
関わりが少なかった学生や企業等を自治会と連携・協
力し、いかに活動を活性化していくかなど、今後の自
治会のあり方も含め、久留米市校区まちづくり連絡協
議会をはじめとした関係部局と連携しながら、検討を
進めていきたいと考えています。

　　定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況


